
議案第１４号 

 

   藤沢市図書館に関する規則の一部改正について 

藤沢市図書館に関する規則の一部を次のように改正する。 

  ２０２１年（令和３年）６月１８日提出 

                      藤沢市教育委員会 

                       教育長 岩 本 將 宏 

 

 

 

１ 改正する規則 

別紙のとおり 

２ 施行期日 

２０２１年（令和３年）８月１０日 

 

 

 

提案理由 

 この議案を提出したのは，藤沢市辻堂市民センター再整備事業に伴い藤沢市辻堂

市民図書室が移転するため，所要の改正をする必要による。 

 



 藤沢市図書館に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

    令和３年  月  日 

                                              藤沢市教育委員会 

                                                教育長 岩 本 將 宏 

 

藤沢市教育委員会規則第  号 

  藤沢市図書館に関する規則の一部を改正する規則 

藤沢市図書館に関する規則（昭和６１年藤沢市教育委員会規則第４号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条第１項の表藤沢市辻堂市民図書室の項中「藤沢市東海岸一丁目１番４１

号」を「藤沢市辻堂西海岸二丁目１番１７号」に改める。 

   附 則 

この規則は，令和３年８月１０日から施行する。 

 

 

 



藤沢市図書館に関する規則(昭和61年教育委員会規則第4号)新旧対照表 

改正後（案） 現行 

〇藤沢市図書館に関する規則 

昭和 61年 9月 29日 

教委規則第 4号 

(分室，視聴覚ライブラリー及び点字図書館) 

〇藤沢市図書館に関する規則 

昭和 61年 9月 29日 

教委規則第 4号 

 (分室，視聴覚ライブラリー及び点字図書館) 

第 3条 図書館に分室を置き，その名称及び位置は，次のとおりとする。 第 3条 図書館に分室を置き，その名称及び位置は，次のとおりとする。 

 

名称 位置 

藤沢市長後市民図書室 藤沢市長後 513番地 

藤沢市明治市民図書室 藤沢市辻堂新町一丁目 11番 23号 

藤沢市辻堂市民図書室 藤沢市辻堂西海岸二丁目 1番 17号 

藤沢市御所見市民図書室 藤沢市打戻 1,760番地の 1 

藤沢市片瀬市民図書室 藤沢市片瀬三丁目 9番 6号 

藤沢市遠藤市民図書室 藤沢市遠藤 2,984番地の 3 

藤沢市六会市民図書室 藤沢市亀井野四丁目 8番地の 1 

藤沢市善行市民図書室 藤沢市善行一丁目 2番地の 3 

藤沢市藤沢市民図書室 藤沢市本町一丁目 12番 17号 

藤沢市鵠沼市民図書室 藤沢市鵠沼海岸二丁目 10番 34号 

藤沢市村岡市民図書室 藤沢市弥勒寺一丁目 7番 7号 
 

 

名称 位置 

藤沢市長後市民図書室 藤沢市長後 513番地 

藤沢市明治市民図書室 藤沢市辻堂新町一丁目 11番 23号 

藤沢市辻堂市民図書室 藤沢市辻堂東海岸一丁目 1番 41号 

藤沢市御所見市民図書室 藤沢市打戻 1,760番地の 1 

藤沢市片瀬市民図書室 藤沢市片瀬三丁目 9番 6号 

藤沢市遠藤市民図書室 藤沢市遠藤 2,984番地の 3 

藤沢市六会市民図書室 藤沢市亀井野四丁目 8番地の 1 

藤沢市善行市民図書室 藤沢市善行一丁目 2番地の 3 

藤沢市藤沢市民図書室 藤沢市藤沢一丁目 9番 17号 

藤沢市鵠沼市民図書室 藤沢市鵠沼海岸二丁目 10番 34号 

藤沢市村岡市民図書室 藤沢市弥勒寺一丁目 7番 7号 
 

  

 附 則 

この規則は，令和 3年 8月 10日から施行する。 

 


